
京急川崎駅周辺地区における 

空間特性分析・歩行者行動調査検討等業務委託に関する 

業者選定実施要領 

 

１ 事業の経緯、業務の目的 

川崎市では、京急川崎駅を中心とした地区において、羽田空港に直結するなどの地理的優位

性をいかし、川崎の玄関口にふさわしいまちづくりを民間主導により計画的に推進するため、

平成 27 年 3 月に「京急川崎駅周辺地区まちづくり整備方針」を策定しています。また、令和

2 年 11 月には京急川崎駅周辺地区まちづくり整備方針をより深度化・具体化した「『京急川崎

駅周辺地区まちづくり整備方針』に基づく京急川崎駅西口地区の戦略的な整備誘導の考え方」

を取りまとめ、京急川崎駅周辺地区において、京急川崎駅西口地区の民間再開発事業にあわせ

て都市基盤の再編を行うにあたり、駅前にゆとりと賑わいを生む滞留スペースを創出するこ

となどによる「ウォーカブルなまちづくり」に向けた取組を進めているところです。 

本業務は、「ウォーカブルなまちづくり」に向けた取組を推進していくために、歩行者行動

に関する調査や空間特性の分析等を行い、歩行者行動の観点から空間的な課題やポテンシャ

ルを把握・整理し、今後進める歩行空間整備等の都市基盤整備計画、広場や滞留空間の配置、

動線計画等の検討を的確に進めるための基礎資料を作成することを目的として実施するもの

です。 

 

２ 件名 

京急川崎駅周辺地区における空間特性分析・歩行者行動調査検討等業務委託 

 

３ 契約期間 

契約締結日から令和４(2022)年 3 月 31 日（木）まで 

 

４ 履行場所 

京急川崎駅周辺地区（仕様書にある別図参照） 

 

５ 委託する業務 

「京急川崎駅周辺地区における空間特性分析・歩行者行動調査検討等業務委託仕様書」のと

おり 



６ 契約方法等 

（１）契約方法 

公募型プロポーザル方式 

（２）業務規模概算額 

   ８,６００,０００円（消費税及び地方消費税を含む）以下  

 

７ 参加資格 

  （１）川崎市契約規則第 2 条の規定に基づく資格停止期間中でないこと 

（２）川崎市競争入札参加資格者指名停止要綱による指名停止期間中でないこと 

  （３）申請時点において、川崎市有資格者名簿の次の表に掲げる業種・種目に登録されてい

るものであること 

業 種 建設コンサルタント 
種 目 都市計画及び地方計画部門 

 

８ 応募方法・提出書類 

申請書等を漏れなく記入し、必要書類を添えて持参又は郵送にて提出してください。 

（１）受付期間 

     受付期間：令和 3 年 11 月 19 日（金）から 12 月 10 日（金）まで 

     ※郵送の場合、令和 3 年 12 月 10 日（金）必着 

     受付時間：午前 9 時から午後 5 時まで（閉庁日及び正午から午後 1 時までを除く） 

（２）提出先 

川崎市 まちづくり局拠点整備推進室 担当 塙、市橋 

住 所：〒210-0004 川崎区宮本町 6 番地 明治安田生命川崎ビル 8 階 

電 話：044-200-3021  

E-mail：50kyoten@city.kawasaki.jp 

※申請書の様式については、川崎市ホームページからダウンロード可能です。 

（https://www.city.kawasaki.jp/500/page/0000134124.html） 

  （３）提出書類 

    ① 申請書（様式１） １部 

    ② 技術提案書（後述する「技術提案書の記述内容」のとおり） 10 部 

    ③ 業務実績表（様式 2） 10 部 

    ④ 配置予定人員（様式 3） 10 部 

    ⑤ 工程計画表（様式自由） 10 部 

⑥ 見積書 10 部（原本 1 部、写し 9 部） 

    ⑦ 会社概要・業務実績等がわかるもの（パンフレット等） 10 部 

mailto:50kyoten@city.kawasaki.jp
https://www.city.kawasaki.jp/500/page/0000134124.html


  （４）技術提案書の記述内容 

仕様書第４条（業務内容）に示す内容について、「16 参考資料」を参照し、次の課題

又はテーマについて記述してください。 

① 「空間特性分析」にあたっての具体的な手法とその結果の整理・評価方法を提案して

ください。 

② 「歩行者量分布および行動の観察調査」の具体的な手法を提案してください。 

③ 「空間特性分析」と「歩行者量分布および行動の観察調査」をどのように紐づけて課

題等の把握及び整理を行うのか、また、調査・分析から得られる結果を都市基盤整備

計画等に活用するのか提案してください。 

④ 本委託業務における貴社の強みについて、明記してください。 

様式は自由（A4 判縦横どちらでも可。）です。 

（５）申請書類の取扱 

    ア 提出された申請書類は返却いたしません。 

    イ 提出期限後は、申請書類の差替え、変更又は追加は認めません。 

ウ 申請書類の受領後、本市が必要あると判断した場合には、補足資料を求めること

があります。 

エ 申請書類の作成に係る費用は、事業者の負担とします。 

 

９ 質問書の受付・回答 

 （１）受付期間 

    令和 3 年 11 月 26 日（金）から令和 3 年 12 月 2 日（木）まで 

 （２）質問書の様式 

    質問書（様式 4）により提出してください。 

 （３）質問の受付方法 

    持参もしくは E メールにて提出してください。 

提出先は、8（2）と同様です。 

 （４）回答方法 

    後日、質問者に回答します。 

      

１０ 提案資格の喪失 

  次の各号のいずれかに該当するときは、提案資格を喪失します。 

  （１）７の各号を満たさないとき 

  （２）提案書類等に虚偽の記載をしたとき 

  （３）提出期限、提出先、提出方法に適合しないとき 

  （４）記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないとき 



１１ 応募の辞退 

  申請書類を提出した後に企画提案を辞退される場合は、持参または郵送により辞退届（様式

5）を提出してください。 

  受付時間：午前 9 時から午後 5 時まで（閉庁日及び正午から午後 1 時までを除く） 

 

１２ 受託候補者の選定方法 

  応募受付期間終了後、技術提案書等に係るヒアリングを実施し、提出された書類に基づき、

本市が設置するプロポーザル評価委員会において審査し、受託候補者を選定します。 

（１）技術提案書等に係るヒアリング実施日時 

     令和 3 年 12 月 20 日（月）を予定 

     （詳細については、各提案事業者へ別途通知いたします。） 

（２）実施場所 

   明治安田生命川崎ビル８階大会議室を予定 

     （詳細については、各提案事業者へ別途通知いたします。） 

（３）ヒアリングの内容 

    ア 提案者の説明（20 分） 

    イ 質疑応答（５～10 分） 

     説明は提出された技術提案書をスクリーンに表示した状態で実施します。 

出席者は原則２名以内としてください。 

 

１３ 提案内容の評価 

  別表の評価項目に基づき審査を行い、最高得点を得た者を本委託業務の選定業者候補とし

ます。 

  ただし、採点の結果、基準点（採点した全評価委員の合計点の 6 割）に満たない提案は選定

しないものとします。 

  なお、採点の結果、最高得点の提案が複数あった場合（同点の場合）は、技術提案力による

評価点数の高い提案者を選定します。それでも決定しない場合は、委員の協議により最終順位

を決定します。 

  

１４ 選考結果通知 

  選考結果については、令和 3 年 12 月下旬以降に提案事業者すべてに書面にて通知します。 

 

１５ その他 

  （１）選考結果の通知後、速やかに選定された業者と契約を締結します。 

  （２）契約書作成等に係る費用は、事業者の負担とします。 

  （３）契約保証金 



     川崎市契約規則（昭和 39 年川崎市規則第 28 号）第 33 条各号に該当する場合は

免除となりますが、それ以外の場合は契約金額の 10 パーセントを納付する必要が

あります。 

  （４）契約書作成の要否 

     必要とします。 

  （５）契約条項等の閲覧 

     川崎市契約規則等は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」で閲覧できます。 

     （http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html） 

  （６）委託代金の支払 

     委託業務の全部が完了した後の支払を原則としますが、発注者と受注者との協議に

より、委託業務の一部に既済部分があると認められる場合に限り、発注者による中間

検査を経て、当該既済部分に係る委託代金の一部を支払うことができるものとしま

す。 

  （７）契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。 

  （８）関連情報を入手するための窓口は 8（2）と同じです。 

 

１６ 参考 

① 京急川崎駅周辺地区まちづくり整備方針 

https://www.city.kawasaki.jp/500/page/0000078601.html 

② 「京急川崎駅周辺地区まちづくり整備方針」に基づく京急川崎駅西口地区の戦略的

な整備誘導の考え方について 

https://www.city.kawasaki.jp/500/page/0000122534.html 

③ 川崎市都市計画マスタープラン川崎区構想 

https://www.city.kawasaki.jp/500/page/0000008764.htm 
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別表 評価項目 

評価項目 評価基準 

業務遂行 

能力 

実 績 

〇同種業務又はそれに準ずる実務実績があり、ノウハ

ウが活かされるか、また、業務を進めるにあたっての

独自の強み等があり、これらの強みが発揮できる体

制となっているか 

実施体制 

〇配置予定者の専門性は十分か、また、業務経験豊富な

担当者を十分に配置しているか 

〇業務を円滑に進められる体制となっているか 

工程計画 
〇業務執行過程が明確にスケジュール化されており、

提案内容との整合性が図られているか 

技術提案力 

的 確 性 

整 合 性 

〇業務の趣旨を的確に理解し、仕様書で定めた業務内

容が網羅された適切な提案となっているか 

〇「京急川崎駅周辺地区まちづくり整備方針」や「『京

急川崎駅周辺地区まちづくり整備方針』に基づく京

急川崎駅西口地区の戦略的な整備誘導の考え方」と

整合が図られた 提案となっているか 

実 現 性 

〇「空間特性分析」や「歩行者量分布および行動の観察

調査」に関する調査の実施方法や、その結果の整理・

分析方法等が明確であり、同種 業務 実績等に裏付

けられた提案となっているか 

〇提案内容を確実に実現するための手法等について十

分な説得力があるか 

合 理 性 

独 自 性 

〇「ウォーカブルなまちづくり」に向けた検討に活かす

ことができる、合理的な内容の提案となっているか 

〇創意工夫が感じられる 、独自の提案となっているか 

経済性 
業務内容

と見積額 

〇概算見積額による評価 

 


